
令和 5年 19月 1日   指令産廃第7-267号
許可番号

許 可

埼玉県知事 大野 元

0■■‐1002349 78

産 業 廃 棄 物 収 1集 運 搬 業

住 所 神奈川県横浜市港北区大曽根三丁目2番 9号武田ハイツ201号  ‐ |■ ‐

氏 名 株式会社PrOj‐ 9ct N
代表取締役 野村 ‐勇貴

廃棄物の処理及び清掃に1関する法律第 14条第 1項の1許可を受けた者であることを証する。

許 可 の 年 月 日

許可の有効年1月■

令和 ■5年■191月  1日

令不日■10年  8月 31日
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